
令和３年度第３回教育研究評議会議事要旨 
 

日 時  令和３年６月１８日（金） １６時１３分～１６時５４分 

場 所  Ｗｅｂ会議 

出席者  学長，渡理事，山下理事，寺本理事，山﨑理事，樫澤人文・社会科学域

長，末岡医学域長，豊田自然科学域長，板橋教育学系長，吉住芸術学系

長，山下医療系長，大島農学系長，岩本全学教育機構長，石丸附属図書

館長，高椋総合分析実験センター長，甲斐評議員，荒木評議員，中村評

議員，青木評議員，後藤評議員，一色評議員 

欠席者  なし 

陪席者  佐々木監事，只木評価室長 

 

○ 審議事項 

１．審議事項 

 

２．審議事項 

 

３．「令和２事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）」及び 

「令和２年度自己点検・評価書（案）」について 

 只木評価室長より，本件について，国立大学法人は，各事業年度における業務

の実績及び中期目標の期間における業務の実績について，国立大学法人評価委員

会の評価を受けなければならないことから，本学では，中期目標・中期計画実施

本部体制により，年度計画の進捗管理及び自己点検・評価等を実施し，「自己点

検・評価書」を作成し，公表することとしている旨，各報告書の概要，自己点

検・評価結果及び今後の取扱スケジュール等の説明があり，審議の結果，了承さ

れた。 

 

４．「大学機関別認証評価自己評価書（案）」について 

   只木評価室長より，本件について，大学は，その教育研究水準の向上に資す

るため，教育，研究，組織運営及び施設設備の総合的な状況に関して，７年以

内ごとに，文部科学大臣が認証する認証評価機関が実施する評価を受けること

が義務付けられており，本学は今年度，独立行政法人大学改革支援・学位授与

機構の認証評価を受審する旨，本学では，質保証統括本部会議の下に置いた

「大学機関別認証評価作業部会」にて検証を行い，また，独立行政法人大学改

革支援・学位授与機構からの助言を参考に，本自己評価書（案）を作成した旨，

自己評価書（案）の概要及び各学部・研究科ごとの評価結果等について説明が

あり，審議の結果，了承された。 

 

５．「大学機関別選択評価事項Ｂ自己評価書（案）」について 

   只木評価室長より，本件について，今年度，独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構の認証評価を受審することに伴い，機構が独自に行う選択評価事項

（A・B・C）の中から，B（地域貢献活動の状況）を認証評価と併せて受審する

旨，独立行政法人大学改革支援・学位授与機構との事前相談において，指摘が

あった事項については，修正を行いながら，本自己評価書（案）を作成した旨，

説明があり，審議の結果，了承された。 

 



 

６．医学部看護学科の学位授与の方針，教育課程編成・実施の方針及び佐賀大学 

医学部規則の一部改正について 

   山下理事より，本件について，保健師助産師看護師学校養成所指定規則が改

正されたことを受け，令和４年度入学生から適用するカリキュラムの見直しを

行うことに伴い，所要の改正を行うものである旨，改正したカリキュラムの概

要及び看護学科における学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針の改正

（案）について説明があった。 

   次いで，末岡医学部長より，補足として，現状に合っていない記載等を見直

し，より簡潔で明瞭な文言にした旨，説明があり，審議の結果，了承された。 

 

７．全学教育機構 教育課程編成・実施の方針の改正について 

   山下理事より，本件について，今年度，独立行政法人大学改革支援・学位授

与機構の認証評価を受審することに伴い，認証評価分析項目のうち６-２-１に

対応するため，全学教育機構における教育課程編成・実施の方針を改正する旨，

教育課程編成及び実施の方針の改正概要等について，説明があり，審議の結果，

了承された。 

 

８． その他 

  特になし。 

 

○ 報告事項 

１．全学委員会等の審議状況報告について 

   渡理事より，令和３年度第１回質保証統括本部会議及び令和３年度第２回拡

大役員懇談会について，報告があった。 

次いで，山下理事より，令和３年度第１回教育コーディネーター会議，令和

３年度第１回教育委員会及び令和３年度第３回学生委員会について，報告が

あった。 

次いで，寺本理事より，令和３年度第２回総合研究戦略会議について報告が

あった。 

次いで，山﨑理事より，令和３年度第１回施設マネジメント委員会について

報告があった。 

 

２．令和３年度佐賀大学「研究支援に関するＦＤ・ＳＤ研修会」について 

   寺本理事より，研究施設・設備の共用化及び技術職員の活躍推進等，今後の

大学における組織的な研究基盤構築の在り方について，文部科学省より，科学

技術・学術政策を担当する大臣官房審議官を招いてＦＤ・ＳＤ研修会を行う旨，

説明があった。 

 

３．その他 

  特になし。 

 

○ その他 

  特になし。 

 

以上 


